
《児童支援専任より ☆ 学校、家庭、地域の理解と協力が大切 編 ☆》 

 

厚生労働省では、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待

問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施し

ています（平成 16年度から実施）。横浜市教育委員会としても、本校ホームペ

ージのトップページに掲載しているように、児童虐待に関する学校としての取

組を行っています。厚生労働省ホームページには、以下のように「児童相談所

虐待対応ダイヤル」が掲載されています。11 月は終わりましたが、虐待防止

には、引き続きアンテナを高くして取り組んでいきます。ご理解とご協力をお

願いいたします。 

 

【厚生労働省ホームページからの抜粋】 


